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令和４年小樽市議会第１回定例会提出予定議案 

 

（予 算 議 案） 

 

議案１ 令和４年度小樽市一般会計予算 

議案２ 令和４年度小樽市港湾整備事業特別会計予算 

議案３ 令和４年度小樽市水産物卸売市場事業特別会計予算 

議案４ 令和４年度小樽市国民健康保険事業特別会計予算 

議案５ 令和４年度小樽市住宅事業特別会計予算 

議案６ 令和４年度小樽市介護保険事業特別会計予算 

議案７ 令和４年度小樽市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案８ 令和４年度小樽市病院事業会計予算 

議案９ 令和４年度小樽市水道事業会計予算 

議案10 令和４年度小樽市下水道事業会計予算 

議案11 令和４年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算 

議案12 令和４年度小樽市簡易水道事業会計予算 

議案13 令和３年度小樽市一般会計補正予算（先議分） 

議案14 令和３年度小樽市一般会計補正予算 

議案15 令和３年度小樽市国民健康保険事業特別会計補正予算 

議案16 令和３年度小樽市住宅事業特別会計補正予算 

議案17 令和３年度小樽市介護保険事業特別会計補正予算 

議案18 令和３年度小樽市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

議案19 令和３年度小樽市病院事業会計補正予算 

議案20 令和３年度小樽市水道事業会計補正予算 
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（条例案その他の議案） 

 

議案21 小樽市個人情報保護条例の一部を改正する条例案 
 
   デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年５月19日公布、

令和４年４月１日施行等）により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止され、個人情報の保護に関

する法律に一本化されることに伴い、所要の改正（引用法令の変更）を行うもの 

 施行期日 令和４年４月１日 

 

議案22 小樽市職員定数条例の一部を改正する条例案 
 
   医療従事者の業務負担の軽減を図る目的で、病院局職員の定数を増員（575人→615人）

するほか、所要の改正を行うもの 

 施行期日 令和４年４月１日 

 

議案23 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり寄附条例の一部を改正する条例案 
 
   小樽ファンが支えるふるさとまちづくりの寄附金活用事業に、旧北海製罐株式会社小樽

工場第３倉庫の保全及び活用事業を追加するとともに、所要の改正を行うもの 

 施行期日 公布の日 

 

議案24 小樽市手数料条例の一部を改正する条例案 
 

北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例の一部改正（令和３年12月24日公布、

令和４年４月１日施行）による北海道からの権限移譲に伴い、建築物における清掃等を行

う事業者の登録事務に係る手数料を新設するもの 

  《改正内容》 

   ① 北海道からの権限移譲に伴い、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基

づく建築物における清掃等を行う事業者の登録事務を小樽市が処理することとなるた

め、その登録手数料を新設 

      ・ 建築物清掃業者登録手数料など（７件） 36,700円 

      ・ 建築物環境衛生総合管理業者登録手数料 46,800円 

   ② ①の登録に係る登録証明書の書換え交付手数料及び再交付手数料を新設 

      ・ 建築物清掃業者等登録証明書書換え交付手数料 1,300円 

      ・ 建築物清掃業者等登録証明書再交付手数料 1,300円 

   施行期日 令和４年４月１日 

 

議案25 小樽市公設青果地方卸売市場条例を廃止する条例案  
 
   公設青果地方卸売市場を廃止するとともに、関係条例の廃止及び改正を行うもの 

   ※ 出席議員の３分の２以上の同意が必要 

   施行期日 令和４年４月１日 

  《廃止条例（本則）》 

   小樽市公設青果地方卸売市場条例 

  《関係条例の廃止及び改正（附則）》 

   ① 小樽市公設青果地方卸売市場業務条例の廃止 

   ② 小樽市特別会計設置条例の一部改正（「青果物卸売市場事業特別会計」を削除） 
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議案26 小樽市バリアフリー等住宅改造資金融資条例の一部を改正する条例案 
 

民法の一部改正（平成30年６月20日公布、令和４年４月１日施行）により、成年年齢が

20歳から18歳に引き下げられることに伴い、住宅改造資金の融資対象者の年齢を引き下げ

るとともに、所要の改正を行うもの 

施行期日 令和４年４月１日 

 

議案27 小樽市消防団条例の一部を改正する条例案 
 

消防団員の報酬の適正化を図る目的で、年額報酬を引き上げるとともに、出動報酬等を

業務の負荷及び活動時間に応じた金額に改定するほか、所要の改正を行うもの 

  《改正内容》 

   ① 年額報酬の引上げ 

     災害の多発化・激甚化と団員数の減少により、団員一人一人の役割が大きくなって

いるため、団員の年額報酬を引き上げるもの 

階級 改正前 改正後 差額 

団長 75,000円 82,500円 7,500円 

副団長 61,500円 69,000円 7,500円 

分団長 43,000円 50,500円 7,500円 

副分団長 38,000円 45,500円 7,500円 

部長、班長 29,500円 37,000円 7,500円 

団員 28,500円 36,500円 8,000円 

   ② 出動報酬等の改定 

     消防団からの要望等を踏まえ、出動報酬等を業務の負荷及び活動時間に応じた金額

に改定するもの 

区分 改正前 改正後 
差額 

（ ）は加給反映 

出動報酬 
1回 6,100円 
(5 時間超 200円加給) 

4時間以上 
1回につき 
8,000円 

1,900円 
(1,700円) 

1 時間以上 
4時間未満 

1回につき 
5,600円 

△500円 

1時間未満 
1回につき 
4,000円 

△2,100 円 

訓練報酬 
日額 6,100円 
(5 時間超 100円加給) 

4時間以上 
1回につき 
3,500円 

△2,600 円 
(△2,700円) 

4 時間未満 
1回につき 
2,500円 

△3,600 円 

警戒報酬 
日額 6,100円 
(5 時間超 100円加給) 

4時間以上 
1回につき 
3,500円 

△2,600 円 
(△2,700円) 

4 時間未満 
1回につき 
2,500円 

△3,600 円 

機械係報酬 月額 2,600円  
月額 

2,600円 
― 

 ③ 所要の改正（文言整理） 

 施行期日 令和４年４月１日 
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議案28 小樽市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案 
 

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部改正（令和２年６月５日公布、令和

４年４月１日施行）により、年金担保貸付事業が廃止されることに伴い、傷病補償年金

等を受ける権利を担保に供する特例規定を削除するもの 

施行期日 令和４年４月１日 

 

議案29 工事請負変更契約について 
 

重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店保存修理工事の請負変更契約を締結するもの 

① 契約金額 

変更前 ８億８５０万円 

変更後 ９億６，０７４万円 

② 契約の相手方 

 小樽市緑１丁目５番１号 

     阿部・福島・西條共同企業体 

 

議案30 小樽市過疎地域持続的発展市町村計画の変更について 
 
   過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第10項において準用する同条

第１項の規定により、小樽市過疎地域持続的発展市町村計画の一部を変更するもの 

  《変更内容》 

   ① 「地域における情報化」に事業計画を新設し、過疎地域持続的発展特別事業（情

報化）について規定 

     （事業内容：自治体ＤＸ推進事業） 

   ② 「子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」の事業計画の対

象となる施設として認定こども園を追加 

     （事業内容：保育施設等整備支援事業） 

 

議案31 市道路線の認定について 
 
   （路線名） 朝里東46号線                     【資料１】 

         朝里東46号分線                    【資料２】 

         樽川西循環連絡線                   【資料３】 

 

議案32 市道路線の変更について 
 
   （路線名） 樽川西循環線                     【資料４】 

 

報告１ 専決処分報告 
 
   令和３年度小樽市一般会計補正予算において、感染防止対策協力支援金給付事業費に

係る予算を措置するため、令和４年１月31日に専決処分したもの 

 

報告２ 専決処分報告 
 
   令和３年度小樽市一般会計補正予算において、除排雪関係経費に係る予算を措置する

ため、令和４年２月９日に専決処分したもの 
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（報 告） 

 

・ 専決処分報告 
 
   令和４年１月21日に開催予定であった研修会を、新型コロナウイルス感染症の拡大防

止を図るため中止したことに伴い、その研修会場として予約していた小樽経済センター

ホールの使用料金に係るキャンセル料について、同年２月２日に専決処分したもの 

   賠 償 額 ２万３，７６０円   

 

 

（追加予定議案） 

 

・ 小樽市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案 
 

国家公務員に準じ（人事院規則未公布、令和４年４月１日施行予定）、非常勤職員の

育児休業及び部分休業の取得要件を緩和（「引き続き在職した期間が１年以上」の要件

を廃止）するとともに、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を講ず

るもの 

施行期日 令和４年４月１日（予定） 

 

・ 小樽市国民健康保険条例の一部を改正する条例案 
 
   国民健康保険法施行令の一部改正（政令未公布、令和４年４月１日施行予定）に伴い、

賦課限度額を改定するとともに、段階的に全道統一的な保険料に近づける目的で、保険

料の賦課割合を改定するもの 

  《改正内容》 

   ① 保険料の賦課限度額の改定 

     国民健康保険法施行令で定められている法定限度額に合わせるため、基礎分及び

後期高齢者支援金等分の賦課限度額を引き上げるもの 

 現行 改正後 令和４年度法定額 

基礎分 63万円 65万円 65万円 

後期高齢者支援金等分 19万円 20万円 20万円 

介護納付金分 17万円 17万円 17万円 

   ② 保険料の賦課割合の改定 

     全道統一的な保険料率（標準保険料率）に近づけるため、応益割（均等割及び平

等割）の割合を引き上げ、応能割（所得割）の割合を引き下げるもの 

 
現行 改正後 

標準保険料率 

（目標値） 

応能割 

（所得割） 
47/100 45/100 36/100 

応益割 

（均等割+平等割） 

53/100 

(31/100+22/100) 

55/100 

(32/100+23/100) 

64/100 

(37/100+27/100) 

   施行期日 令和４年４月１日（予定） 

 

※ 追加予定議案は、人事院規則又は政令が公布され次第提案する予定です。 










